
様 式 第 ７ （ 第 ５ 条 の ２ 関 係 ）   

 

製 造 所  

危 険 物 貯 蔵 所 仮 使 用 承 認 申 請 書  

取 扱 所  

年   月   日  

  柏市消防局長  殿 

 

           申 請 者 ② 

           住 所 千葉県柏市柏○番地○（電話○○-○○○○-○○○○） 

 

           氏 名 ○ ○ 株 式 会 社  代表取締役  消 防 太 郎   

 設 置 場 所  ③ 千 葉 県 柏 市 柏 ○ 丁 目 ○ ○  

 製 造 所 等 の 別  ④  取扱所 
貯 蔵 所 又 は 取

扱 所 の 区 分  
 ⑤  給油取扱所  
 

 変更許可申請年月日 

 

 ⑥  令 和 〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日    

 

 変更の許可年月日及 

 び 許 可 番 号  
 ⑦  令 和 〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日  第 〇 〇 〇 〇 号  

 仮使用の承認を申請 

 す る 部 分  
      別 添 図 面 と お り 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 ※ 手 数 料 欄 

 

 

 承 認 年 月 日 

 

 承 認 番 号 

 
 

  

備 考   １  こ の 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。  

    ２  法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

を 記 入 す る こ と 。  

    ３  変 更 の 許 可 前 に こ の 申 請 を 行 お う と す る 場 合 に あ つ て は 変 更 許 可 申

請 年 月 日 の 欄 に 、 変 更 の 許 可 後 に こ れ を 行 お う と す る 場 合 に あ つ て は

変 更 の 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号 の 欄 に そ れ ぞ れ 記 入 し 、 い ず れ か 記 入

し な い 欄 に は 斜 線 を 入 れ る こ と 。  

    ４  ※ 印 の 欄 は 、 記 入 し な い こ と 。    

①  



①  申 請 書 及 び 提 出 部 数 の 確 認 等  

  仮 使 用 承 認 申 請 書 は ， 危 規 則 様 式 第 ７ に よ り ， ２ 部 提 出 し て く だ さ い 。  

  製 造 所 ， 貯 蔵 所 ， 取 扱 所 の う ち い ず れ か 該 当 す る 方 を 〇 で 囲 む よ う 記  

 入 す る か ， 該 当 し な い 方 を 二 重 取 消 線 で 抹 消 し て く だ さ い 。  

②  申請者の住所及び氏名は，設置者と同一としてください。ただし，運営者等で既  

 に申請権があることを届出されている方は設置者でなくても申請することができま  

 す。  

③  変更許可申請書の設置場所と同一にしてください。  

④  製造所等の別は，製造所は「製造所」，危政令第２条に掲げるものは「貯蔵所」，  

 危政令第３条に掲げるものは「取扱所」と記入してください。  

⑤  貯蔵所又は取扱所の区分は，危政令第２条又は第３条に規定する区分により「屋  

 内貯蔵所」，「給油取扱所」等と記入してください。（製造所の場合は斜線をして  

 ください）。 

⑥  申請する工事に係る変更許可申請年月日を記入してください。すでに許可されてい  

 る場合は，記入の必要はありません。  

⑦  申請する工事に係る変更許可年月日及び許可番号を記入してください。許可されて  

 いない場合は，記入の必要はありません。  



補足事項  

 

①  手続きの時期：工事を着工しようとする日の 14日前までに  

 （許可申請後に単体で仮使用承認申請される場合は工事を着工しようとする 5日前まで

  に）  

 

②  手続き可能な方：設置者又は運営者  

 

③  代理人による手続き：可能 (設置者等から代理人への委任状が必要 ) 

 

④  手続き方法：直接受付窓口へ  

 

⑤  必要書類  

 1.危険物仮使用承認申請書（変更許可と一緒に申請する場合は変更許可申請及び仮使  

  用承認申請書）  

 2.仮使用に係る災予防上の措置について記載した書類   

  (1) 工事計画書 (工期、工事概要を記載したもの ) 

 (2) 安全対策（火気管理、区画、掲示板・消火器の設置、責任者氏名、緊急連絡網等  

  が記載されたもの）  

 (3) (2)について位置が確認できる配置図等  

 (4) (2)について使用するものの仕様書等  

 

⑥  手続きにかかる費用：別紙，柏市手数料条例に掲げる金額  

  （補足）手数料の御支払いは納付書による振込になります。納付書は申請時にお渡  

 しします。  

 

⑦  手続き後にお渡しするもの  

 1.申請書の副本  

 2.危険物製造所等仮使用承認証又は不承認通知書  

 

⑧  注意事項：原則、変更許可申請と併せて申請してください  

 


